


～目的：すべての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指す～

基本
理念

・他の人を大切にして、思いやりの心を持ちましょう。

・社会のルールを守りましょう。

・さまざまな人とのかかわりを大切にして、自分で
考え行動する力を高めましょう。

子どもの人格を尊重して

子どもの声を聴いて
社会的な自立に向けた
学びや行動を支えます。

基本理念を実現す
るためには、子ど
もの主体性を育む
ことが大切です。

地域の子育て力の向上

地域で子どもを育てる活動
などが活発になり、こども
コミュニティソーシャル
ワーカー（CSW）が地域
の人がつながっていけるよ
うに支援します。

要支援の子どもの支援

虐待やいじめ、不登校、非
行などの支援が必要な子ど
もをスクールソーシャル
ワーカー（SSW）が専門
機関と連携して支援します。

推進計画をつくり、子ども
が健やかに育つための取組
を総合的に進めます。

基本理念を実現して
いくための具体的な
取組が定められてい
るのが、この条例の
特徴です。

この条例の対象となる子ども
とは、１８歳になった最初の
３月３１日までの人で、市内
に住んでいるか、子ども施設
に在籍しているか市内で働い
ている人をいいます。

子どもにとって最
もよいことを判断
する必要がありま
す。

条例では大人だけで
なく「子どもが努力
すること」を定めて
います。

できることから

やってみよう！

基本理念を実現す
るために、大人の
役割を定めていま

地域で子どもを育てる活
動や、子どもが参加する
まちの行事に協力します

事業者

子どもがほっとするよう
な家庭をつくり、子ども
としっかり向き合います
※保護者に「子どもの育ちを支え
る」第一義的な責任があります

保護者

・子どもが安心して暮ら
せるまちをつくります

・保護者の子育てを応援
します

地域住民

子ども施設
（保育所・幼稚園・学校など）

・子どもの成長に合わせて、
考える力などを育てます

・虐待やいじめなどで悩ん
でいる子どもを支えます

みんなで子どもの育ちを
支えます

教育分野保健分野 その他

福祉分野 青少年育成分野
尼崎市

子どもにとっての
最善の利益を
考える

はぐくむ

子どもの主体性を 子どもが健やかに育つ

環境をつくる

福祉、保健、教育分野

などが連携する


